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酒田市議会基本条例  

（ 平 成 22 年 12 月 27 日 条 例第 41 号）  

 酒田市議会は、市民の代表として直接選挙で選ばれた議員で構成さ

れ、市民の多様な意見を把握しながら、市民の負託にこたえる責務を

負っている。  

 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成

１１年法律第８７号）が施行され、地方公共団体は、地域における行

政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことになり、議会が

担う役割と責任は拡大してきている。  

地方分権社会が進展する中で、酒田市議会は、真の地方自治の実現

に向けて、市長その他の執行機関（以下「市長等」という。）と対等で

緊張ある関係を保ちながら、地方公共団体の自立に対応できる議会へ

と自らを改革しなければならない。  

酒田市議会は、これまで取り組んできた議会活性化策を踏まえて、

公益学発祥の地にふさわしい、新しい時代のあるべき姿を追求し、そ

の達成に向けた努力を重ねることにより、市民に身近で信頼される議

会を目指すものである。  

ここに、議会及び議員の果たすべき役割と責務を明確にするため、

酒田市議会基本条例を制定する。  

（目的）  

第１条  この条例は、二元代表制の下、酒田市議会（以下「議会」と

いう。）が市民に身近で信頼される機関として担うべき役割と責務を

果たすための基本的事項を定めることにより、市民 の負託にこたえ、

もって市民福祉の向上と市勢の伸展に寄与することを目的とする。  

（議会の活動原則）  

第２条  議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。  

(1) 公平性、公正性、透明性及び信頼性を重視し、市民に開かれた

議会運営に努めること。  

(2) 議決する責任を認識し、市民への積極的な情報公開 及び説明責

任を果たすこと。  

(3) 市民の多様な意見を集約し、政策立案及び政策提言（以下「政

策提言等」という。）の強化に努めること。  

(4) 市長等の事務の執行について、監視し、及び評価する責任を認

識して活動すること。  

（議員の活動原則）  
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第３条  議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。  

(1) 議会が言論の場及び合議制の機関であることを認識し、議員間

討議を尊重すること。  

(2) 自らの資質向上に努めるとともに、市民の多様な意見を的確に

把握し、市民の代表としてふさわしい活動をすること。  

(3) 個別の事案の解決のみならず、市民全体の福祉の向上に資する

活動をすること。  

(4) 議会活動を最優先すること。  

（議員の倫理）  

第４条  議員は、市民の代表として、高い倫理性を課せられているこ

とを常に自覚し、品位の保持及び識見の養成に努めなければならな

い。  

２  議員の倫理の規範については、別に条例の定めるところによる。  

（市民の参画）  

第５条  議会は、市民の参画を積極的に推進するため、次に掲げる方

法の活用に努めるものとする。  

(1)  議員又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会（以

下「委員会」という。）が、条例を提案するに当たり、市民に広く

意見を求めること。  

(2)  政策提言等の充実を図るため、市民との意見交換の機会を設け

ること。  

(3)  議案の審査及び政策提言等を行うに当たり、公聴会及び参考人

の制度を活用すること。  

（市長等との関係）  

第６条  議会は、市長等と常に健全な緊張関係を保持するものとする。 

２  議員の市長等に対する質疑及び質問は、市政全般の課題に関する

論点を明確にして行うものとする。  

３  議会の審議及び委員会の審査（以下「審議等」という。）に必要な

説明のため出席を求められた者は、議員からの質疑及び質問に対し、

その論点を整理し、質疑及び質問の趣旨確認をするため、議長又は

委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対して発言することがで

きる。  

（議会における政策等の審議）  

第７条  議会は、市長が提案する重要な計画、政策、施策又は事業（以

下「政策等」という。）について、審議等における論点を明確にし、



3 

その政策等の水準を高めることに資するため、次に掲げる事項のう

ち必要と認める事項について明らかにするよう求めることができる。 

(1) 政策等を必要とする理由  

(2) 検討した他の政策等の内容  

(3) 政策等の地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２条第４項

の規定により定める基本構想に基づく基本計画における位置付け  

(4) 政策等に関係する法令  

(5) 政策等の実施に要する財源措置  

(6) 政策等の実施後の効果とコスト計算  

２  議会は、前項に規定する政策等の審議等を行うに当たり、立案及

び執行における論点を明らかにするとともに、執行後の政策等の評価

に資する審議に努めるものとする。  

（委員会）  

第８条  議会は、行政課題に迅速かつ的確に対応するため、委員会の

専門性その他の特性を生かし適切な運営に努めなければならない。  

２  委員会の会議は、原則公開とする。  

３  委員会の委員長及び副委員長は、所管する事項について調査研究

を積極的に行い、委員会の運営に努めるものとする。  

４  委員会の設置その他必要な事項は、別に条例の定めるところによ

る。  

（議員間討議による合意形成）  

第９条  議会は、議員間の自由な討議を重視した運営に努めるものと

する。  

２  議会は、議案の審議等に当たり結論を出す場合は、議員間の討議

を尽くし、合意形成に努めるものとする。  

（会派）  

第１０条  議員は、政策提言等に資するため、政策を中心とした理念

を共有する議員の集団として会派を結成することができる。  

２  会派及び会派に属しない議員（以下「会派等」という。）は、議会

運営及び政策提言等に関し、必要に応じて調整を行い、合意形成に

努めるものとする。  

３  会派に関し必要な事項は、議長が別に定める。  

（政務調査費）  

第１１条  会派等は、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部

として、政務調査費を充てることができる。  
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２  会派等は、効率的かつ効果的に政務調査費を活用するとともに、

その使途の透明性を確保するため必要な措置を講ずるものとする。  

３  政務調査費の交付その他必要な事項は、別に条例の定めるところ

による。  

（議員定数）  

第１２条  議員の定数は、法令及びこの条例で定める議会及び議員の

活動の推進と、議会の備えるべき監視、調査及び政策提言等の機能

の確保の観点を踏まえて、別に条例の定めるところによる。  

（議員報酬）  

第１３条  議員報酬は、議員の活動並びに議会における調査及び審議

の多様化、市の財政状況及び経済情勢、他市の状況等を踏まえて、

別に条例の定めるところによる。  

（議会事務局）  

第１４条  議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑

かつ効率的に行うため、議会事務局の機能の強化及び組織体制の整

備を図るものとする。  

（議会図書室）  

第１５条  議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室を適正

に管理運営し、その機能の充実に努めるものとする。  

（予算の確保）  

第１６条  議会は、議事機関としての機能の向上を図るとともに、よ

り円滑な議会運営を実現するため、必要な予算の確保に努めるもの

とする。  

（議会広報の強化）  

第１７条  議会は、広報紙、ホームページ等の充実を図り、議会活動

を市民に分かりやすく伝えるとともに、議会や市政への関心がより

高まるよう広報活動の強化に努めるものとする。  

（他の条例等との関係）  

第１８条  この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、

議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃する場合におい

ては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。  

（見直し手続）  

第１９条  議会は、その責務を確実に果たしていくための在り方につ

いて検討し、必要があると認めるときは、この条例の改正を含めた

所要の措置を講ずるものとする。  
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附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２３年４月１日から施行する。  

 （酒田市議会委員会条例の一部改正）  

２  酒田市議会委員会条例（平成１７年条例第２１７号）の一部を次

のように改正する。  

  第１９条の見出しを「（委員会の公開及び傍聴の取扱い）」に改め、

同条第１項を次のように改める。  

   委員会の会議は、これを公開する。  

  第１９条に次の１項を加える。  

 ３  前項に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、

議長が別に定める。  

 

 


